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＜事業概要＞
　新田駅西口では、平成14年６月に新田駅西口地区
まちづくり協議会が発足し、市民と行政との「協
働」により、まちづくりが進められてきました。平
成16年度に協議会により、「まちづくり構想案」が
作成され、平成22年度から、市施行による土地区画
整理事業がスタートしました。
　現在、事業の早期完了に向けて、関係権利者ご協
力のもと、建物移転や道路等の整備を順次進めてい
ます。

新田駅西口土地区画整理事業
～落ちつきのある住宅地と、駅周辺の活力あるまちづくり～

　土地区画整理事業は、安全で快適なまちづくりを目的として、道路や
公園などの公共施設を一体的に整備する事業です。
　道路や公園などの公共用地や、事業資金を得るために売却する土地
（保留地）を生み出すために、土地所有者から土地の一部を提供してい
ただく（減歩）ことによって事業を行います。

　新田駅周辺地区は、「草加市都市計画マスタープラン※１」に
おいて、地域の文化・生活の交流拠点として「地域核」と位置
づけ、近隣型の商業業務機能の集約を図る拠点とされています
が、駅前広場などの都市基盤が未整備となっています。
　現在、道路、公園などの公共施設を整備し、市街地の整備改
善を図るとともに、駅周辺地区にふさわしい環境を整備するこ
とを目的とし、土地区画整理事業を進めています。
　今回は、市民の皆様の関心が高い新田駅東西口の土地区画整
理事業について、分かりやすく解説します。

新田駅東西口の土地区画整理事業を分かりやすく解説 ! !
議員が × 市民の声伝える　知りたい

<土地区画整理事業のしくみ>

新田西口交通広場の完成イメージ
整備前の西口駅前の状況
(平成15年撮影)

※区画街路の表記について
　例） 「区    8   ‒    1」
　　　    ↑    ↑       ↑
　区画街路 幅員8m  一連番号
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